
https://www.daiichihoki.co.jp

ISBN978-4-474-07168-1
C2033　¥1600E　 （8）
定価　本体 1,600円＋税

束＝11ｍｍ

表
紙
：
プ
ロ
セ
ス
４
Ｃ

2020.3.2 \\ws-svr02\Macshar\ したく \第一法規 \令和 2年度税制改正で創設！速報版「グループ通算制度」移行・導入のアドバイスポイント \表紙 \令和 2年度税制改正で創設！速報版「グループ通算制度」移行・導入のアドバイスポイント _hyoshi.ai

令和 2年度税制改正で創設される
「グループ通算制度」について速報で解説！

A5 判・208 頁　定価：本体 1,600 円＋税

●令和２年度税制改正で創設される「グ
ループ通算制度」について、大綱や法律
案等をもとに速報解説！

●「グループ通算制度」の概要、「連結納税
制度」との相違点、移行・導入を検討して
いる会社へのアドバイスポイント、導入
に伴う単体納税制度への影響がわかる！

●参考資料として、令和 2 年度税制改正の
大網や法律案要綱、該当条文等を収録！

本書の特色

移行・導入のアドバイスポイント
グループ通算制度

速報版
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第２章　「税制改正大綱」と「法律案要綱」からみるグループ通算制度の全体像

第１章で概観した経緯を踏まえて、令和元年12月12日付けの自
由民主党及び公明党による「令和２年度税制改正大綱」及び令和元
年12月20日に閣議決定された「令和２年度税制改正の大綱」（以下
「大綱」という。）、令和２年１月31日に提出された「所得税法等の
一部を改正する法律案要綱」（以下「法律案要綱」という。）におい
て、連結納税制度を見直し、グループ通算制度に移行する旨が明記
された。
グループ通算制度の基本的な仕組みや各個別制度の取扱いなど

は、次のようになっている。

１ グループ通算制度の基本的な仕組み

⑴　適用法人

基本的には、連結納税制度と同様に、親会社とその100％子会社
が対象となる。ただし、連結納税制度と異なり、次の法人を除外す
ることとしている。
①　青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受け
た日以後５年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
を経過していない法人

②　青色申告の取止めの届出書の提出をした法人でその届出書を提
出した日以後１年を経過する日の属する事業年度終了の日までの
期間を経過していない法人
連結納税制度には青色申告という概念はなかったが、グループ通

算制度は個別申告方式で、グループ法人間で損益通算可能な制度で
あることから、対象となる法人各社は青色申告法人というステータ
スを有していることを前提として承認されるものとされるため、青
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第４章　グループ通算制度への移行・導入のアドバイスポイント

グループ通算制度は令和４年４月１日以後に開始する事業年度か
ら適用され、既に連結納税制度の適用を受けている法人の承認は、
令和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、グループ通
算制度の承認とみなされることから、基本的にはグループ通算制度
へ自動的に移行される。
一方、現在単体納税制度を採用している法人は、承認申請書を提

出することによりグループ通算制度の適用を受けることができる。
現在連結納税制度の適用を受けている法人においては連結納税制

度と異なる取扱いとなる部分も少なくないことから、グループ通算
制度へ移行するか、それとも単体納税制度へ戻るかの検討を行う必
要がある。
また、単体納税制度を採用している法人で、一定のグループ法人

を有している企業グループにあっては、連結納税制度より簡便なグ
ループ通算制度の適用を受けることのメリットなどを十分に検討し
た上で、グループ通算制度の承認を行うかどうかの判断が必要と
なってくる。
本稿では、その判断に必要となる項目について企業グループの判

断の参考となる事項について比較検討してみることとする。

１ 連結納税制度を既に導入している会社へ
のアドバイスポイント

⑴　現行連結法人はグループ通算制度の承認を受けたものとみなされる

既に連結納税制度を導入している法人は、グループ通算制度に関
する経過措置（第２章の５参照）でも明記されているように、令和
４年４月１日以後最初に開始する事業年度においてグループ通算制
度の承認を受けたものとみなされることになり、現行連結法人はそ
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第３章　連結納税制度との相違点

グループ通算制度と連結納税制度とは、基本的枠組みについては
非常に近い仕組みとなっている。ただし、第１章の導入の背景でも
述べたように、見直しに当たってのポイントは、修更正等における
事後的な手続きの煩雑さの解消を目的としている点にあり、全体計
算を極力解消する方向で制度が構築されるようである。そのため、
基本的仕組みでは単体制度との中立性・公平性の確保を目指し一定
の制約が加えられている。
一方、個別制度においては、現行の連結納税制度採用法人の有利

性に配慮し、外国税額控除や試験研究費の税額控除制度について連
結納税制度と同様にグループでの全体計算を維持しつつ、修更正等
の場合には、当初の確定申告による金額をベースとして再度全体計
算は行わないこととされるなど、調査等が行われた後の事務手続き
の簡便性が図られている。

１ 基本的仕組みの比較

連結納税制度 グループ通算制度
制度の適用 選択税制 選択税制
申告方式 親法人による申告・納

付
親法人・子法人それぞれが別個
に申告・納付

適用対象法人 内国法人である親法人
（普通法人又は協同組
合等に限る）と親法人
との間に完全支配関係
がある全ての内国法人
である子法人（普通法
人に限る）

基本的に連結納税制度の適用対
象法人と同じ
ただし次の法人は除外される
① 青色申告の承認取消しを受け
てから５年未経過の法人
② 青色申告の取止め届出書提出
後、次の事業年度が終了して
いない法人

目　次
本書内容見本

「連結納税制度」との
比較表も掲載！ 相違
点が一目でわかる！

第１章　グループ通算制度導入の背景
　１　はじめに
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　　　　スポイント
　１　連結納税制度を既に導入している会社へのアドバイ
　　　スポイント
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参考資料
　資料①　連結納税制度の見直しについて（連結納税制度
　　　　　に関する専門家会合・令和元年８月27日）
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「制度の基本的な仕組み」
と「個別制度の取扱い」で、
制度の全体像が掴める！

「アドバイスポイント」に
より、「グループ通算制度」
への移行・導入を検討して
いる企業へ助言できるよう
サポート！

令和２年度税制改正で創設 !
速報版「グループ通算制度」移行・導入のアドバイスポイント
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